
グループホーム みなくち みんなの家 
 

 

認知症対応型共同生活介護利用契約書 
 

 

            様（以下「利用者」という）と社会福祉法人 近江ちいろば会（以下「事業

者」という）とは、認知症対応型共同生活介護サービス（以下「サービス」という）の利用に関して次

のとおり契約を結びます。 

  

事業者は、認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的な環境のもとで日

常生活の介助を通じて安心と尊厳のある生活を営むことを支援します。 

事業者は、本事業の社会的意義と責任を深く認識し、事業経営の安定とサービス水準の維持に努力

すると共に、利用者に対してその権利を尊重し、礼節と尊敬をもって接するように努めます。 

 また、利用者、利用者代理人は、事業者や他の利用者との間に相互信頼と互助の精神によって良好

な関係を形成するように努めなければなりません。 

 すべての関係者は、利用者が長期にわたり安心かつ快適に暮らせる共同生活の場として機能するよ

う、それぞれの立場で相協力することを誓います。 

 

第１条（契約の目的） 

 事業者は、認知症対応型共同生活介護の介護保険関係法令と本契約の各条項に従ってサービスを提

供し、利用者または利用者代理人は事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。 

 

第２条（契約期間と更新） 

１．本契約の契約期間は令和  年  月  日から要介護認定の有効期間満了日までとします。 

  ただし、契約期間満了日以前に利用者が要介護状態区分の変更の認定を受け、要介護認定有効 

  期間の満了日が更新された場合は、変更後の要介護認定の満了日をもって契約期間の満了日とし 

ます。 

 ２．契約期間満了日の３０日前までに、利用者または利用者代理人から書面による更新拒絶の申し

出がない場合、かつ利用者が要介護認定の更新において要介護１から５と認定された場合、本契

約は自動更新され、以降も同様とします。 

 ３．本契約が自動更新された場合、更新後の契約期間は、期間経過の翌日から更新後の要介護認定

有効期間の満了日とします。 

 

第３条（身元引受人） 

 １．事業者は利用者に対して身元引受人を定めることとします。ただし、社会通念上、身元引受人

を定めることができない相当の理由がある場合はその限りではありません。 

     なお、利用者代理人は身元引受人を兼ねることができます。 

 ２．身元引受人は、本契約に基づく利用者及び利用者代理人の事業者に対する債務について連帯債

務者となると共に、事業者が必要ありと認め要請したときはこれに応じて事業者と協議し、身上

監護に関する決定、利用者の身柄の引き取り、残置財産の引き取り等を行うことに責任を負いま

す。 

 ３．身元引受人がその責めに任ずることに支障が生じた場合には、利用者は事業者が相当と認める

新たな身元引受人を定めなければなりません。なお、利用者は身元引受人に支障が生じた事を知

った場合には、速やかに事業者に知らせなければなりません。 

 



第４条（利用基準） 

 利用者が次の各号に適合する場合、グループホームの利用ができます。 

①要介護１以上の認定者であり、かつ認知症の状態であること 

 ②少人数による共同生活を営むことに支障がないこと 

 ③自傷他害の恐れがないこと 

 ④常時医療機関において治療をする必要がないこと 

 ⑤利用者が自立歩行困難等に陥り、身体的な自立が困難になった場合、グループホームの職員 

適正配置をもってしても対応できない場合がないこと 

 ⑥本契約に定めることを承認し、重要事項説明書に記載する事業者の運営方針に賛同できるこ 

    と 

 

第５条（認知症対応型共同生活介護計画の作成） 

 １．事業者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、利用者及び利用

者代理人と介護従事者との協議の上、援助の目標、当該目標を達成するための具体的なサービス

の内容等を記載した認知症対応型共同生活介護計画（以下「介護計画」という）を、速やかに作

成します。 

 ２．事業者は、介護計画作成後においても、その実施状況の把握を行い、必要に応じて介護計画の

変更をします。 

 ３．利用者及び利用者代理人は事業者に対し、いつでも介護計画の内容を変更するよう申し出るこ

とができます。この場合、事業者は、明らかに変更の必要がないとき及び利用者または利用者代

理人の不利益となる場合を除き、利用者の希望に沿うように介護計画の変更を行います。 

 ４．事業者は、介護計画を作成し、また同計画を変更した場合は、その介護計画を利用者及び利用

者代理人に対し、内容を説明するとともに同意を得ます。 

 

第６条（サービスの内容及びその提供） 

 １．事業者は、利用者に対して、前条により作成される介護計画に基づき次の各号の各種サービス

を提供します。 

 ①介護保険給付対象サービスとして、下記のサービス等を提供します。ただし、これらのサービ

スは、内容毎に区分することなく、全体を包括して提供します。 

  ｱ．入浴、排泄、食事、着替え等の介護 

  ｲ．日常生活上の世話 

  ｳ．日常生活の中での機能訓練 

  ｴ．相談、援助 

②介護保険給付の対象外となる有料の各種サービスとして、別紙「重要事項説明書」の通り提供

します。 

 ２．事業者は利用者に対し、利用開始後の介護計画が作成されるまでの間、利用者がその状態と有

する能力に応じた日常生活を営むことができるよう適切な各種サービスを提供します。 

 ３．事業者は、本人が今までの生活を継続することを目的としていますので、身体的拘束その他利

用者の行動を制限しません。ただし、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。しかし、その場合も速やかな解除に努める

とともに、理由を利用者本人に説明し、理由及び一連の経過を利用者代理人に報告し、文書によ

り同意を得ます。 

 ４．事業者は、保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め、利用者

の利用状況等を把握するようにします。 

 

 



第７条（サービス提供の記録） 

１． 事業者は、契約者に対する介護サービスの提供について記録を作成し、それを二年間保管し、

契約者もしくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物（一枚十円）を交付するもの

とします。 

 

第８条（医療上の必要への対応） 

 １．事業者は、利用者が病気または負傷等により検査や治療が必要となった場合、その他必要を認

めた場合は、利用者の主治医または事業者の協力医療機関において必要な治療等が受けられるよ

う支援します。 

 ２．事業者は、利用者に健康上の急変があった場合は、消防署もしくは適切な医療機関と連絡をと

り、救急治療あるいは緊急入院が受けられるように対処します。 

 ３．事業者は、サービス給付体制の確保並びに夜間における緊急時の対応のために、別紙重要事項

説明書記載の協力医療機関と連携をとって行います。 

 ４．医療との連携により、24時間の健康管理と重度化に伴う看取り対応を、別に定める看取りの指 

針及び同意書により、双方の合意のもと行います。 

 

第９条（利用料等の支払） 

１． 利用者または利用者代理人は事業者に対し、介護計画に基づき事業者が提供する介護保険給付 

サービス並びに介護保険給付外サービスについて、別紙「重要事項説明書」のとおりの利用料

等を支払います。 

２． 事業者は、利用者が事業者に支払うべき認知症対応型共同生活介護サービスに要した費用につ 

いて、利用者が介護サービス費として保険者より支給を受ける額の限度において、利用者に代

わって保険者より支払いを受けます。（以下「法定代理受領サービス」という） 

３． 事業者は、利用者または利用者代理人に対し、毎月１５日までに、前月の利用料等（居室の提

供料（家賃）は含まない）及び翌月の居室の提供料（家賃）の請求書と領収書を送付します。 

請求書と領収書には、請求する金額を介護保険給付対象と対象外に分けた明細書を添付します。 

４． 利用者又は利用者代理人は事業者に対し、前項の利用料等を該当月２３日に（２３日が銀行の 

休業日の場合は翌営業日に）事業所指定の金融機関口座に自動振替により支払います。 

       利用者又は利用者代理人が口座自動振替による支払いが困難な場合は現金にて支払い、事業者

は利用者又は利用者代理人に対し領収書を発行します。 

  

第１０条（法定代理受領サービス以外のサービス提供証明書の交付） 

    利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払頂き

ます。要介護の認定を受けた後、自己負担分を除く金額が介護保険（甲賀市）から払い戻されま

す。（償還払い）。償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うため必要となる事項を

記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

 

第１１条（利用者及び利用者代理人の権利） 

   利用者及び利用者代理人は、グループホームのサービスに関して以下の権利を有します。これ

らの権利を行使することによって、利用者はいかなる不利益を受けることはありません。 

① 独自の生活歴を有する個人として尊重され、プライバシーを保ち、尊厳を維持すること 

② 生活やサービスにおいて、十分な情報が提供され、個人の自由な好み、および主体的な決

定が尊重されること 

③ 安心感と自信をもてるよう配慮され、安全と衛生が保たれた環境で生活できること 

④ 自らの能力を最大限に発揮できるよう支援され、必要に応じて適切な介護を継続的に受け

られること 



 ⑤ 必要に応じて適切な治療を受けることについて援助を受けられること 

 ⑥ 家族や大切な人との通信や交流の自由が保たれ、個人情報が守られること 

 ⑦ 地域社会の一員として生活し、選挙その他一般市民として行為を行えること 

 ⑧ 暴力や虐待および身体的精神的拘束を受けないこと 

（身体拘束適正化のための指針を定めています） 

 ⑨ 生活やサービスにおいて、いかなる差別を受けないこと 

    ⑩ 生活やサービスについて職員に苦情を伝え、解決されない場合は、専門家または第三者機

        関の支援を受けること（苦情受付窓口等は重要事項説明書に記載） 

 

第１２条（利用者及び利用者代理人の義務） 

  利用者及び利用者代理人は、グループホームのサービスに関して以下の義務を負います。 

 ① 利用者の能力や健康状態についての情報を正しく事業者に提供すること 

 ② 他の利用者やその訪問者及び事業者の職員の権利を不当に侵害しないこと 

 ③ 特段の事情がない限り、事業者の取り決めやルール及び事業者またはその協力医師の指示 

に従うこと 

      ただし、利用者又は利用者代理人が、介護や医療に関する事業者又はその協力医師の指 

示に従うことを拒否する旨を明示した書面を事業者に提示し、それによって起こるすべてに

ついて利用者及び利用者代理人が責任を負うことを明らかにした場合、かつ事業者が同意し

た場合はその限りではありません。 

 ④ 事業者が提供する各種のサービスに異議がある場合に、速やかに事業者に知らせること

 ⑤ 市町村並びに介護保険法その他省令に基づく事業者への立ち入り調査について利用者及び 

利用者代理人は協力すること 

 ⑥ 利用者代理人または身元引受人は、定期的に利用者の面会を行うこと 

 ⑦ 利用者の症状により、付き添いが必要な場合は、利用者代理人または利用者の家族が付

  き添いを行うこと 

 ⑧ 利用者の所有もしくは持ち込み品の管理義務 

 ⑨ 利用者の死亡の際には、遺体及び遺留金品を速やかに引き取ること 

 

第１３条（造作・模様替え等の制限） 

 １．居室に造作・模様替えをするときは、利用者又は利用者代理人は事業者に対して予め書面によ

りその内容を届け出て、事業者の承認を得なければなりません。また、その造作・模様替えに要

した費用及び契約終了時の原状回復費用は利用者及び利用者代理人の負担とします。 

 ２． 利用者及び利用者代理人は、事業者の承諾なく居室の鍵を付け加えたりすることはできません。 

 ３．利用者及び利用代理人は、居室以外のグループホーム内の造作・模様替え等をしたりすること

はできません。 

 

第１４条（契約の終了） 

  次の各号の一に該当する場合は、この契約は終了します。 

 ① 要介護の認定変更において、利用者が自立もしくは要支援と認定された場合 

 ② 利用者が死亡した場合 

 ③ 利用者又は利用者代理人が第15条に基づき本契約の解除を通告し予告期間が満了した日 

 ④ 事業者が第16条に基づき本契約の解除を通告し、予告期間を満了した日  

 ⑤ 利用者が病気の治療等その他のため長期にグループホームを離れることが決まり、かつそ 

の移転先の受け入れが可能になったとき。ただし、利用者が長期にグループホームを離れる

場合でも、利用者又は利用者代理人と事業者の協議のうえ、居室確保等に合意したときは本

契約を継続することができます。 



⑥ 利用者が他の介護療養施設等への入所が決まり、その施設の側で受け入れが可能になった

とき。  

 

第１５条（利用者の契約解除） 

  利用者及び利用者代理人は事業者に対し、いつでも３０日以上の予告期間をおいてこの契約を解

除することができます。 

 

第１６条（事業者の契約解除） 

  事業者は利用者及び利用者代理人に対し、次の各号に該当する場合においては、適切な予告期間

をおいて、この契約を解除することができます。また、この場合遅滞なく速やかに居室を明け渡す

ものとします。ただし、事業者は、解除通告をするに当たっては、次の第２号を除き利用者及び利

用者代理人に十分な弁明の機会を設けるものとします。 

① 正当な理由なく利用料その他自己の支払うべき費用を２ヶ月滞納したとき 

② 伝染性疾患により他の利用者の生活又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が認め、

かつ利用者の退去の必要があるとき 

③ 利用者の行動が他の利用者の生活または健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ利用者に

対する通常の介護方法ではこれを防止することができないと事業者が判断したとき    

④ 利用者又は利用者代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反をし、改善の見込み 

がないとき 

⑤ 不正の手続きにより入居したり、提出書類に虚偽の申告をしたとき 

⑥ 利用者が入院などにより、事業者が保険者から介護サービス費用を受け取ることができなく

なったとき。ただし、この場合、利用者が本契約１７条（特殊事情による入居の継続）の適

用の申し出があり、利用者並びに事業者が協議の結果、入居継続することで合意に至った場

合はこの限りではない 

  ⑦ 事業者が利用者にとってグループホームでの入居の継続よりも医療的な処置が必要と判断し

たとき 

 

第１７条（特殊事情による入居継続） 

  事業者が利用者に対して、入院などにより、当グループホームを空室にする場合は、事業者の社

会的に当グループホーム並びに当法人が公益性の高い事業活動をすべき位置付けであることを十分

に説明し、地域の市民の一人でも多くの方が利用できることを優先しなければならない。しかし、

かかりつけ医師並びに利用者並びに事業者が相当な期間入院などにより治療した結果、良好な状態

で再入居できる可能性が極めて高いと判断した場合で、再度当グループホームで生活を続けること

が、退院後の入居者にとって最善の策であると判断した場合は、利用者はその期間に付いては以下

の料金を支払うことで入居継続できるものとする。 

  ただし、その期間は最長２ヶ月までとし、利用者は、それを超える場合は管理者の判断に任せる

ものとする。（利用者の都合により外泊する場合は本条を適用するものとする） 

 

施設運営協力金   日額   ３，０００円 

※期間内も別途重要事項説明書に記載の通常料金（家賃と管理費等）が発生します。 

 

 

第１８条（退去時の援助） 

  契約の解除あるいは終了により利用者がグループホームを退去するときは、事業者は予め退去先

が決まっている場合を除き、居宅介護支援事業者またはその他の保険機関もしくは福祉サービス機

関等と連携して、利用者及び利用者代理人に対して、円滑な退去のために必要な援助を行います。 



 

第１９条（損害賠償がなされる場合） 

 １．事業者は、利用者に対する介護サービスの提供に当たって、万が一事故が発生し、利用者の生

命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速やかに利用者に対して

損害を賠償します。 

 ２．事業者は、万が一の事故発生に備えて重要事項説明書記載のとおり損害賠償責任保険に加入し

ます。 

  

第２０条（損害賠償がなされない場合） 

  事業者は自己の責に帰するべき事由がない限り、賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に

該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。 

１． 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、

または不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合。 

２． 利用者が、サービスの実施のために必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げ

ず、または不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合。 

３． 利用者の急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原因としない事由に専ら起因して

損害が発生した場合。 

４． 利用者が、事業者及び従業者の指示・依頼に反して行った行為に専ら起因して損害が発生した

場合。 

 

第２１条（秘密保持） 

 １．事業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族、利用者代理人等に関する秘

密、個人情報については、利用者または第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由

がある場合を除いて、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。 

 ２．あらかじめ文書により利用者又は利用者代理人の同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず、

一定の条件の下で情報を提供することができます。 

 

第２２条（合意管轄） 

  本契約に起因する紛争に関して訴訟の必要が生じたときは、大津地方裁判所をもって第一審管轄

裁判所とすることを、利用者及び利用者代理人、事業者は予め合意します。 

 

第２３条（契約に定めのない事項） 

  この契約に定めのない事項及び疑義がある場合は、介護保険法令その他法令の定めるところによ

り、利用者及び利用者代理人、事業者が協議のうえ、誠意を持って処理するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 



以上の契約の証として本契約書を弐通作成し、利用者及び利用者代理人、事業者は記名捺印の上、

 各自その壱通を保有します。 

                             

令和   年   月   日 

 

   契約者氏名 

 

  利用者    （住所） 

 

           （氏名）                                                印 

 

    利用者代理人  (住所） 

 

                                   (氏名）                      印 

 

  身元引受人  （住所） 

 

                                  （氏名）                       印 

 

   

 

 

 

事業者    （所在地）  滋賀県湖南市菩提寺327番地4 

                                （名称）   社会福祉法人  近江ちいろば会      

             （代表者名） 理事長  森口  茂          印 

 

 

       サービス提供事業所 （所在地）  滋賀県甲賀市水口町本丸2番54号 

               （名称）   グループホーム みなくち みんなの家   印 

                    （指定事業所番号 2591400045）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個人情報に関する基本方針 

 

 

 社会福祉法人 近江ちいろば会（以下 法人という）は、利用者等の個人情報を適切に取り扱う

ことは、介護サービスに携わるものの重大な責務と考えます。 

法人が保有する利用者等の個人情報に関し適正かつ適切な取扱いに努力するとともに、広く社会

からの信頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報に関連する法令その他関

係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報の保護を図ることをここに宣言します。  

記 

 

１．個人情報の適切な取得、管理、利用、開示、委託 

 ①個人情報の取得にあたり、利用目的を明示した上で、必要な範囲の情報を取得し、利用目的を

通知または公表し、その範囲内で利用します。 

 

 ②個人情報の取得・利用・第三者提供にあたり、本人の同意を得ることとします。 

 

 ③法人が委託をする医療・介護関係事業者は、業務の委託に当たり、個人情報保護法と厚生労働

省ガイドラインの趣旨を理解し、それに沿った対応を行う事業者を選定し、かつ個人情報に係

る契約を締結した上で情報提供し、委託先への適切な監督をします。 

 

２．個人情報の安全性確保の措置 

①法人は、個人情報保護の取り組みを全役職員等に周知徹底させるために、個人情報に関する規

則類を整備し、必要な教育を継続的に行います。 

 

②個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失、またはき損の予防及び是正のため、法

人内において規則類を整備し、安全対策に努めます。 

 

３．個人情報の開示・訂正・更新・利用停止・削除、第三者提供の停止等への対応 

 法人は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・更新・利用停止・削除、第三者提供の

停止等の申し出がある場合には、速やかに対応します。これらを希望される場合には、個人情報

相談窓口（電話 0748-76-3092 ）までお問い合わせください。 

 

４．苦情の対応 

 法人は、個人情報取扱に関する苦情に対し、適切かつ迅速な対応に努めます。 

 

 

 

 

 

 

                                      

  

施行 2009年 4月 1日 

改訂 2015年 12月 15日 

社会福祉法人  近江ちいろば会 

理事長     森口  茂                        



個人情報の利用目的 

 

社会福祉法人 近江ちいろば会では、個人情報保護法及び利用者の権利と尊厳を守り安全管理に配

慮する「個人情報に関する基本方針」の下、ここに利用者の個人情報の「利用目的」を公表します。 

  

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

１．施設内部での利用目的 

 ① 施設が利用者等に提供する介護サービス 

 ② 介護保険事務 

 ③ 介護サービスの利用にかかる施設の管理運営業務のうち次のもの 

・ 入退所等の管理 

・ 会計、経理 

・ 介護事故、緊急時等の報告 

・ 当該利用者の介護・医療サービスの向上 

２．他の介護事業者等への情報提供を伴う利用目的 

① 施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

・ 利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との

連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

・ その他の業務委託 

・ 利用者の診療等に当たり、外部の医師の意見・助言を求める場合 

・ 家族等への心身の状況説明 

② 介護保険事務のうち 

・ 保険事務の委託（一部委託含む） 

・ 審査支払い機関へのレセプトの提出、審査支払い機関又は保険者からの照会への回答 

 ③ 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

１．施設内部での利用に係る利用目的 

① 施設の管理運営業務のうち次のもの 

・ 介護サービスや業務の維持・改善の基礎資料 

・ 施設等において行われる学生等の実習への協力 

・ 施設において行われる事例検討会、調査 

２．他の事業等への情報提供に係る利用目的 

① あらかじめご本人に必要事項を明示または通知し、同意を得ている場合（写真の利用許諾等） 

② 施設の管理運営業務のうち 

   ・外部監査機関（行政監査等）、第３者評価機関等における情報開示 

③ 法令により開示が要求される場合および法令に基づき提供する場合（例；警察等からの要請等） 

④ 人（法人を含む）の生命、身体、財産等の利益を保護するために必要であって、ご本人の同意を

得ることが困難な場合（大規模災害等） 

⑤ 合併その他の法律上の事由による承継に伴って個人情報を提供する場合であって、承継前の利用

目的の範囲内で、当該個人情報を取り扱う場合 

⑥ 公衆衛生（感染症等）の向上ために特に必要である場合で、ご本人の同意を得ることが困難な場

合 

本法人は、上記の利用目的以外に個人情報は利用しません。    

施行 2009年 4月 1日 

  改訂 2015年 12月 15日 

                  社会福祉法人  近江ちいろば会 

                    理事長     森口  茂                       



 

個人情報利用同意書 
 

グループホーム みなくち みんなの家 御中 

 

○契約書第２１条に基づく個人情報の利用に関して同意します。 

 

 

  年    月    日 

 

  御利用者氏名                        印  

 

 

  御家族氏名                          印  

 
 

 

（参 考 契約書抜粋） 

第２１条（秘密保持） 

 １．事業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族、利用者代理人等に関する秘

密、個人情報については、利用者または第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由

がある場合を除いて、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。 

 ２．あらかじめ文書により利用者又は利用者代理人の同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず、

一定の条件の下で情報を提供することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


